
下関市まちなか引越支援事業補助金交付要綱

令和７年９月１日制定

（趣旨）

第１条 この要綱は、生活サービスやコミュニティの持続的な確保に必要な人

口密度を維持することにより、人口減少を踏まえた持続可能な住環境の整備

を進め、もって良質な住環境の形成及び定住・交流人口の増加による活性化

を図ることを目的に、まちなかへの転居に要する費用を補助する下関市まち

なか引越支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

(1) 民間賃貸住宅 建物の所有者と賃貸借契約を締結して賃貸借する住宅

（公営住宅又は事業主等から貸与された住宅を除く。）をいう。

(2) 賃借予定者 民間賃貸住宅の賃借を予定している者をいう。

(3) 入居予定親族 賃借予定者の３親等以内の親族で、当該民間賃貸住宅に

入居を予定している者をいう。

(4) 下関市税 下関市の市税をいう。

(5) 居住誘導区域 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１

条第１項の規定により市が作成する下関市立地適正化計画に定める都市の

居住者の居住を誘導すべき区域をいう。

(6) 下関駅周辺地区 別表第１に定める地区をいう。

(7) 居住誘導区域内 市内の居住誘導区域で、下関駅周辺地区を除く区域を

いう。

(8) 居住誘導区域外 市内の居住誘導区域以外の区域をいう。

(9) 土砂災害特別警戒区域等 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に規定す

る土砂災害特別警戒区域及び同法第４条第１項に規定する基礎調査を完了

し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域をいう。

(10) 初期費用等 民間賃貸住宅への入居に当たって支払った敷金、礼金、前

家賃及び日割り家賃並びに仲介手数料をいう。



（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、賃借

予定者で、次に掲げる要件の全てを満たすもの（同一の民間賃貸住宅にお

いて当該要件の全てを満たす者が２人以上あるときは、そのうちの１人に

限る。）とする。

(1) 下関市税を滞納していないこと。

(2) 第６条の規定による申請をする日において、生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）第１４条に規定する住宅扶助を受けている世帯に属してい

ないこと。

(3) 自己及び自己と同一の世帯に属する者並びに入居予定親族が暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若しくは当該

暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 第６条の規定による申請をする日において、次条第１項第１号の民間賃

貸住宅にあっては賃借予定者、同項第２号の民間賃貸住宅にあっては入居

予定親族が、次のいずれかに該当する者であること。

ア １年以上継続して生活の本拠として居住誘導区域外に住所を有して

いる者

イ １年以上継続して生活の本拠として居住誘導区域内に住所を有して

いる者

(5) その他市長が補助対象者として不適当と認めた者でないこと。

（補助対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

まちなかへの転居（居住誘導区域外から居住誘導区域内若しくは下関駅周辺

地区への転居又は居住誘導区域内から下関駅周辺地区への転居をいう。）で、

補助対象者が賃貸借契約をする次の各号のいずれかに該当する民間賃貸住宅

への転居とする。

(1) 補助対象者が自己の居住用として賃借し、入居し、かつ住所を有するこ

ととなる民間賃貸住宅

(2) 補助対象者が自己の居住用として賃借せず、入居予定親族が入居し、か

つ住所を有することとなる民間賃貸住宅



２ 前項の規定にかかわらず、国、山口県又は下関市が行う他の同種の補助、

資金貸付金、利子補給金等を受けているものについては、補助対象事業とし

ない。

（補助金の額）

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。

(1) 次のアからエまでに掲げる転居の区分に応じ、当該アからエまでに定め

る額

ア 居住誘導区域外（市内の土砂災害特別警戒区域等を除く。）から居住誘

導区域内への転居 ５万円

イ 市内の土砂災害特別警戒区域等から居住誘導区域内への転居 １０万円

ウ 居住誘導区域外から下関駅周辺地区への転居 １０万円

エ 居住誘導区域内から下関駅周辺地区への転居 ５万円

(2) 初期費用等に要した額（１，０００円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額）

（交付の申請）

第６条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、民間賃貸住宅

に係る賃貸借契約を締結する前に、下関市まちなか引越支援事業補助金交付

申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出し

なければならない。

(1) 戸籍の附票、住民票の写し等、補助対象者又は入居予定親族が第３条第

４号に規定する要件を満たすことが確認できる書類

(2) 補助対象者と入居予定親族の続柄が確認できる書類（第４条第１項第２

号に該当する場合に限る。）

(3) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の案の写し等、初期費用等の内容が確認で

きる書類

(4) 下関市税の滞納がないことを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

（交付の決定）

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審

査し、及び必要に応じて調査等を行い、適当であると認めるときは、予算の

範囲内において、補助金の交付を決定するものとする。



（交付の条件）

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、当

該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の

交付の決定に条件を付することができる。

（決定の通知）

第９条 市長は、第７条の規定により補助金の交付を決定した場合は、その決

定の内容及びこれに条件を付したときにはその条件を下関市まちなか引越支

援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該補助対象者に通知

するものとする。

２ 市長は、第７条の規定による審査により、補助金の交付が適当でないと認

めるときは、補助金を交付しない旨を下関市まちなか引越支援事業補助金不

交付決定通知書（様式第３号）により、当該申請をした者に通知するものと

する。

（交付の制限）

第１０条 同一の補助対象者に対する補助金の交付の回数は、１回を限度とす

る。

（事業の実施）

第１１条 第９条第１項の規定による通知を受けた補助対象者（以下「補助事

業者」という。）は、当該通知を受けた後に、民間賃貸住宅に係る賃貸借契約

を締結した上で適切に補助対象事業を実施しなければならない。

２ 補助事業者は、第７条の規定による補助金の交付の決定前に補助対象事業

に着手することができない。

（申請の取下げ）

第１２条 補助事業者は、第９条第１項の規定による通知を受けた後に補助対

象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、下関市まちなか引越支援事

業補助金事業中止・廃止届（様式第４号）により当該補助対象事業に係る補

助金の交付の申請を取り下げることができる。

２ 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る補助金の

交付の決定は、なかったものとみなす。

（交付の変更申請）

第１３条 補助事業者は、第６条の規定による申請の内容に変更があった場合



は、下関市まちなか引越支援事業補助金変更承認申請書（様式第５号）を市

長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、市長が当該変更

を軽微な変更と認めるときは、この限りでない。

２ 前項の規定による申請においては、第６条の規定を準用する。この場合に

おいて、同条各号に掲げる書類の添付は、当該変更に係る書類に限るものと

する。

３ 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助

対象事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該補助対

象事業の実施の状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなけ

ればならない。

４ 市長は、第１項の申請書又は前項の書類の提出を受けた場合には、補助金

の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を

変更することができる。

５ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定

の内容若しくはこれに付した条件を変更した場合は、下関市まちなか引越支

援事業補助金変更等決定通知書（様式第６号）により、当該補助事業者に通

知するものとする。

（完了報告）

第１４条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から

起算して３０日を経過した日又は当該会計年度末日のいずれか早い日までに、

下関市まちなか引越支援事業補助金完了報告書（様式第７号）に、次に掲げ

る書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し等、第４条第１項第１号の民間賃貸住宅にあっては補助事

業者が、同項第２号の民間賃貸住宅にあっては入居予定親族が民間賃貸住

宅に異動したことが確認できる書類

(2) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(3) 賃料支払証明書等、初期費用等を支払ったことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第１５条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容を

審査し、及び必要に応じて調査等を行い、適当と認めるときは、交付すべき



補助金の額を確定し、下関市まちなか引越支援事業補助金交付額確定通知書

（様式第８号）により、当該補助事業者に通知するものとする。

（是正のための措置）

第１６条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助

金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、

当該補助対象事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを

当該補助事業者に対して指示することができる。

２ 第１４条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助対象事業につ

いて準用する。

（補助金の交付請求）

第１７条 第１５条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を

受けようとするときは、下関市まちなか引越支援事業補助金交付請求書（様

式第９号）を市長に提出しなければならない。

（補助金の交付）

第１８条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合において、これを審査

し、適当であると認めるときは、当該請求を受理した日から３０日以内に当

該請求のあった額を当該補助事業者に交付するものとする。

（関係書類の整備等）

第１９条 補助事業者は、補助対象事業の施行及び経費の収支に関する帳簿そ

の他関係書類を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の

翌年度の初日から起算して５年間これを保管しなければならない。

（補助金の交付決定の取消し等）

第２０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、

又は市長の指示に従わなかったとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(5) 不適当な方法で補助対象事業が実施されているとき。

(6) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。



２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事

業者に対し期限を定めてその返還を命ずる。

３ 前２項の規定は、第１５条の規定による補助金の額の確定があった後にお

いても適用する。

４ 市長は、第１項の規定による取消しにあっては下関市まちなか引越支援事

業補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により、第２項の規定による

命令にあっては下関市まちなか引越支援事業補助金返還命令書（様式第１１

号）により行うものとする。

（検査等）

第２１条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、

報告を求め、若しくは補助対象事業の実施に関し必要な指示をし、又は第

１９条の帳簿その他関係書類を検査することができる。

（その他）

第２２条 この要綱の運用に関し必要な事項は、その都度市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和７年９月１日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和

９年度以前の予算に係る補助金（当該年度の予算で翌年度に繰り越したもの

に係る補助金を含む。）の取扱いについては、この要綱は、同日後もなおその

効力を有する。

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


